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第 27回接続料の算定等に関する研究会 議事概要 

 

日時  令和元年 12 月３日（火）17:00～19:00 

場所  総務省 10階 総務省第１会議室 

出席者 （１）構成員  

辻 正次 座長、相田 仁 座長代理、佐藤 治正 構成員、関口 博正 構

成員、高橋 賢 構成員、西村 暢史 構成員、西村 真由美 構成員 

（以上、７名） 

（２）オブザーバー 

東日本電信電話株式会社 真下 徹 相互接続推進部長 

徳山 隆太郎 経営企画部 営業企画部門長 

西日本電信電話株式会社 田中 幸治 設備本部 相互接続推進部長 

重田 敦史 経営企画部 営業企画部門長 

ＫＤＤＩ株式会社    関田 賢太郎 渉外部 部長 

橋本 雅人 渉外部 企画グループリーダー 

渡邉 昭裕 渉外部 ａｕ企画調整グループリーダー 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 相互接続部 部長 

南川 英之 渉外本部 相互接続部 移動相互接続課 課長 

後藤 綾美 渉外本部 固定相互接続部 コア相互接続課 課長 

一般社団法人テレコムサービス協会 

佐々木 太志 MVNO委員会運営分科会主査 

金丸 二朗 MVNO 委員会運営分科会副主査 

永見 健一 政策委員長 

山田 敏雅 FVNO 委員会 消費者 TF主査 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

小畑 至弘 常任理事 

ＮＧＮ ＩＰｏＥ協議会 石田 慶樹 会長 

古賀 祐匠 事務局 

株式会社ＮＴＴドコモ  榊原 啓治 経営企画部 企画調整室長 

田畑 智也 経営企画部 料金制度室長 
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    （３）総務省 

谷脇総合通信基盤局長、竹村電気通信事業部長、今川総合通信基盤局総務

課長、山碕事業政策課長、大村料金サービス課長、佐伯事業政策課企画官、 

大内事業政策課調査官、中村料金サービス課企画官、田中事業政策課課長

補佐、田中料金サービス課課長補佐 

 

■議事概要 

① 開催要綱の改定について 

○ 事務局から資料 27－１に基づき開催要綱の改定について説明が行われた。 

 

② 第三次報告書のフォローアップについて 

○ 事務局から資料 27－２について説明が行われた。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本から資料 27－３について説明が行われた後、質疑が行われた。 

 

③ 指定電気通信設備を用いた「接続」と「卸役務」の公正競争確保について 

○ 事務局から資料 27－４について説明が行われた後、質疑が行われた。 

 

④ 今後の検討の進め方について 

○ 事務局から資料 27－５について説明が行われた。 

 

⑤ 網終端装置の設置状況等について【非公開】 

○ ＮＴＴ東日本・西日本から資料について説明が行われた後、質疑が行われた。 

 

■議事模様 

① 開催要綱の改定について 

（事務局より資料 27－１に基づき説明） 

 

② 第三次報告書のフォローアップについて 

（事務局より資料27-２に基づき説明） 

（特段質疑等なし） 

【辻座長】 それでは、ご質問がありませんので、続きましてＮＴＴ東日本・西日本から

ご説明のほうをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【ＮＴＴ東日本】  ＮＴＴ東日本の徳山でございます。 

 今日は先ほどございましたフォローアップの中の１、２、３番についてご説明をしたい

と思っております。では、資料２７－３に従いましてご説明申し上げます。 
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 おめくりいただきまして、最初はＩＰｏＥ接続に係るベストエフォート県間接続につい

てです。 

 ２ページでございます。まず、相互接続点、ＰＯＩについてということですが、基本的

にはＰＯＩの決定については事業者間協議によって決まっております。いろいろと選択肢

は幾つかあるという中で、例えば事業者様はトラヒックボリュームや設備戦略、そういう

ところを考えながら、結果として経済合理性も考慮の上で、いずれかのＰＯＩを選択して

いるという状況でございます。 

 おめくりいただきまして、３ページです。ＩＰｏＥ方式のＰＯＩの増設についてはかね

て申し上げたところではございますが、下の絵でいきますところのＩＰｏＥ方式提供開始

時ということでは、いわゆる集約ＰＯＩが２つでした。右のほうの絵に移っていただきま

すと、各ブロックＰＯＩであったり、単県ＰＯＩであったりというところで、いろいろと

拡大をしてきたところでございます。こちらは今後もご要望いただきながら、適切な費用

負担の上でＰＯＩを増設していく考えですので、協議にも乗っていくということでござい

ます。 

 続きまして、４ページです。先ほど事務局資料のフォローアップの方にございましたが、

第三次報告書の方で、県間の比較において、いわゆる全国ＰＯＩと単県のＰＯＩ、こちら

の比較について試算をするようにということもございました。正直言って、この下の前提

条件、我々もかなりわからない部分もありますが、一定の前提条件を定めた上で試算をし

てみましたということでございます。 

 次の５ページに移っていただいて、比較対象ということでパターン１とパターン２とい

うことで、下の絵がございます。全国集約ＰＯＩについては左の図となり、パターン２、

全都道府県で単県ＰＯＩを利用というところは右の図となります。比較対象としては県間

伝送路、ゲートウェイルータ、コロケーションの費用ということになります。 

 続きまして、６ページの試算結果です。トラヒックの増加が想定される中で、３年後に

当たる２０２２年度のトラヒック予測に基づいて試算をしてみました。下の表は、上段が

東日本、下段が西日本となっております。ゲートウェイルータとコロケーション費用は、

見ていただくとおわかりのとおり、ウエートは大分低くなっておりまして、ほぼ県間伝送

路の費用ということになっております。結果として、２０２２年において全国集約ＰＯＩ

と単県ＰＯＩについて、先ほどの前提条件を定めているので、いろいろと見方もあるかと

思います。公表されているＫＤＤＩさんの料金を使わせていただいており、右のほうがＫ
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ＤＤＩさんの料金を９０％割引にしておりますが。これは我々の県間接続料との差分が９

割ぐらいあるためです。これがもし違うのであれば、そこは我々もわからないところです

が、一応、仮定ということで置かせていただいております。この結果から見たときに、十

分に単県ＰＯＩで各事業者様がお安く設備構築ができるということがわかるかと思います。 

 続きまして、７ページ、８ページです。こちらは東日本・西日本における先ほどの試算

の経年の推移を申し述べておりますので、御覧いただければと思います。 

 ９ページ、一応、参考ですが、構成比としてはちょっと少ないですが、ゲートウェイル

ータ、コロケーションの費用の推移についても載せております。 

 １０ページは各社がタリフを公表されているところを参考にさせていただきましたとい

うことのご紹介でございます。 

 最後、１１ページです。まとめますと、あくまでも前提条件を置いたところですが、当

社の試算結果で見ますと、いろいろなキャリアの伝送路を自由に選択が可能であるという

ふうに考えられるのではないかと思います。したがって、ＩＰｏＥ方式の県間通信用設備

においては、経済的な複製可能性はないとまでは言えないのではないかと考えております。 

 それから実際問題として、今、ＶＮＥ事業者様から新たなＰＯＩ開設の要望をいただい

ております。こちらのご相談にも今、乗っておって、要望実現に係る概算額をお示しして

いるところでもございます。その上で、新たなＰＯＩを利用するか、事業者様が経済合理

性で判断されて検討されているものと認識しております。 

 なお、３つ目ですけれども、当社のみならず、全ての事業者様、これからのいわゆる映

像とかそういうものも含めたトラヒック増に対応すべく、いわゆる装置の更改、設備投資

を行っていると思います。これからこの傾向というのは継続するものと考えております。

それから中継事業者様と当社は競争環境にありますので、これからコストを低廉化してい

くこと、需要動向、競争状況、市場価格、こういうものを勘案しながら、サービスの見直

しについては料金も含めて検討してまいる考えでございます。 

 以上を踏まえて、当社を含めて全ての県間通信設備の利用は、これまでと同様、当事者

間の協議により進めていけばよろしいのかなと考えております。 

 続きまして、１２ページは優先パケット接続に関する県間接続料についてです。こちら

は、昨年、こちらでもご議論いただきましたが、ＮＧＮコストドライバ見直しからマルチ

キャストトラヒックの反映ですとか、そういうものを含めて、県内について前回見直して

おりますけれども、県間接続料についても、２０１９年９月３０日にご利用されている事
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業者様に通知をさせていただいております。それをもって協議を進めておりますので、こ

れの準備が整い次第、接続約款の見直しを行うということでございます。 

 参考に、下の方に県間接続料の変更前と変更後というところがあると思いますが、低廉

化が見てとれるかと思います。 

 続きまして、ＮＧＮのＩＳＰ接続についてです。 

【ＮＴＴ東日本】  引き続きまして、ＮＴＴ東日本、相接部の真下でございます。ご説

明申し上げます。 

 先ほど田中補佐の方からお話があったフォローアップについて、今回、一部、非公開の

情報も含まれているので、非公開会合の方でお話しさせていただくところもございますが、

全体像をこの場で少しお話ししたいと思っております。 

 １４ページの方に、はじめにがございます。まず、こちらで基本的に今のステータスを

私どもでまとめさせていただいておりますが、当社はこれまでもインターネットトラヒッ

クが増大する中、ＩＳＰ事業者様のご意見を踏まえながら対応してきました。この研究会

の場でも幾度となくご議論いただきながら、まず、Ｄ型は昨年４月に提供開始いたしまし

て、さらにそれだけでなく、やはり本来のＣ型とか基本的なメニューに対しても基準セッ

ションを引き下げるべきじゃないかというご議論も踏まえながら、実は６月にさらに２割

ほどの引き下げもさせていただきました。さらに、Ｄ型と２割の引き下げと両方、どっち

が得というのもございますので、実はその１年後の６月にＤ型の特別措置みたいなことも

講じているところでございます。さらには、本年８月に地域事業者様向けの新しいメニュ

ー、こちらにつきましてもこの場でもご紹介させていただきましたが、提供開始させてい

ただくことになりました。さらに１０月には５分間隔のトラヒックデータ、こちらも東と

西で少し差があるということもご指摘いただきまして、こちらについても措置に向けて対

応したところでございます。このように上記の取り組みを踏まえた直近の網終端装置等の

状況については先ほどお話のあった要請も踏まえ、先日、総務省様にご報告したところで

ございますが、こちらにつきまして、後ほどの資料の中でご紹介させていただきたいと思

っております。 

 下の線表は今申し上げたものを線表化したわけでございまして、研究会の場でも幾度と

なくご議論いただいたものを踏まえて、確実に緩和といいますか、改善しているところも

見られれば、さらには何となく改善の方向が見えてきたものもございまして、実は各ＩＳ

Ｐさんと日々、実はお話をしているところでございまして、各社さんそれぞれいろいろな
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戦略を持たれている中で、いろいろお聞きしながら対応しているところでございます。そ

こについては、私どもからお話しできることは限られると思います。本来であれば、ＩＳ

Ｐさんからお話を伺ったほうがいいということもあるかと思いますが、今日、私どもから

できる限りお話ししたいと思っています。 

 １５ページ以下が本日のご説明内容の概要でございまして、まずは１ポツでインターネ

ットトラヒックの動向、以前お示ししたところが少し伸びただけでございますが、そちら

についてお話しした上で、２ポツで網終端装置の増設による帯域使用率がどう改善したか

についてもご説明いたします。さらには網終端装置、設置台数、さらに増設の状況につい

てもご説明した上で、最後にＰＰＰｏＥセッション数の推移であるとか、インターネット

トラヒック動向についてご説明したいと思っています。 

 １６ページに進みたいと思います。この後、ＮＴＴ東日本と西日本をそれぞれ１ページ

ずつ、大体、次のページぐらいに配置してございますが、多分、ＩＳＰ事業者様は、東日

本、西日本だから特別に何かっていうことなく対応されているので、若干、東日本と西日

本でメニューが違うところで記述の差はございますけど、基本的には同じようなことにな

ってございますので、東日本のほうだけ説明して、西日本も同じですという説明をさせて

いただきたいと思っております。 

 まず、１６ページのインターネットトラヒックの動向につきましては、インターネット

トラヒックは依然として増加傾向であり、緑が全体像でございます。これを青と赤、ＰＰ

ＰｏＥとＩＰｏＥに分けて併記しているところでございますが、ＰＰＰｏＥ方式において

は、実は右側のほうに大手と中堅と地域と分けておりますが、大手や中堅と比べて地域事

業者様のトラヒックの増加傾向が顕著なのかなというところが見てとれるかと思います。

こちらにつきましては西も同じでございます。 

 １８ページに進ませていただきたいと思います。１８ページにつきましては、今度は網

終端装置の増設による使用率の改善状況でございまして、こちらが地域事業者様のページ

でございます。縦に十数社ございますが、各社ごとに県別のＮＴＴの網終端装置の使用状

況を併記してございますが、帯域使用率は総じて高くないものの、一部事業者様における

使用率が高いエリアにつきましては、これまでの増設基準の緩和等によって網終端装置の

増設に加え、地域事業者向けメニューで増設の申し込みをいただいているところでござい

まして、通信品質が改善済みないしは改善見込みが立ってきたということが言えるかと思

います。 
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 次の１９ページが中堅事業者様でございます。地域と中堅の区分けについては下の※の

ところに書いてございます。全国提供して、ＰＰＰｏＥを主力にしているものを中堅と表

させていただいているところでございます。帯域使用率が高いエリアにおいてはＤ型の導

入や増設基準の緩和を踏まえて網終端装置の増設を行っているところでございまして、通

信品質は改善の見込みでございます。さらにこれまでＰＰＰｏＥを主力とした一部事業者

さんについては、ローミングという形でＩＰｏＥ移行も推進している動きがございまして、

こういったところが少し見えるようになってきたところでございます。 

 その次の２０ページが今度は大手事業者様の状況でございます。大手事業者様に位置づ

けたのは、ＩＰｏＥを主力とされる事業者様をこのようにカテゴライズさせていただいて

ございますが、全事業者様においてＩＰｏＥ移行を推進中でございまして、基本的には網

終端装置の増設ではなく、ＩＰｏＥへの移行による品質改善を志向されているのかなとい

うふうに考えてございますが、今後は実はｖ６トラヒックだけでなく、ｖ４ｏｖｅｒｖ６

という技術を使いながら、ｖ４トラヒックの移行のほうも本格的に実施される、こういう

ステージに進んできたかなと思ってございます。さらに、一部事業者様におかれましては

帯域利用率が高いエリアの必要最低限の網終端装置も組み合わせることによって、ＩＰｏ

Ｅに移行させるだけではＰＰＰｏＥで残っている部分をどう措置するか、その辺も注視さ

れながら取り組んでいただいているのかなと思っているところでございます。 

 ２１ページでは、東日本におけるトラヒック状況について、各社さんにヒアリングをい

たしました。その結果をここに書いてございますが、下表は全部クローズにしてございま

すので、後半の部でまたお話しできればと思ってございます。 

 それから、西日本につきましても重複するところがございますので、この後、飛ばさせ

ていただきまして、一気に２７ページまで進めたいと思います。こちらにつきましては網

終端装置の利用状況、設置台数について表記してございます。先ほどお話ししたことを設

置台数として説明しているだけなので、基本的にはほぼ同じことを別の切り口から言って

いるだけでございますが、地域事業者様においては、緩和によって一部事業者様において

は設置台数が増加しているとか、さらにはＣ－２０型や、今後は地域事業者様向けの申し

込みにより増加するだけでなく、Ｃ－２０型をＣ型へ移行する措置もご活用いただいてい

るということを書いてございます。中堅事業者様につきましては、やはり、この網終端装

置を増設いただいていることで設置台数が増加していますと書いてございまして、その次、

２９ページまで進みますと、大手事業者様におかれましては非常に帯域利用率が高いエリ
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アがあると申し上げました。必要最低限の網終端装置を増設いただいていることによって、

設置台数が増加していることが見てとれると思ってございます。西日本についてもほぼ同

じでございますので、説明を割愛させていただきたいと思います。 

 さらに３４ページにつきましては、セッション数の増、それから総トラヒックの増、そ

れから総帯域の増ということをこういった形で表記させていただきまして、全体の数だけ

は全員の皆様にも御覧いただけるようにしてございますが、セッション数でいうと０.９

８に対して、総トラヒックは１.１２倍、それから総帯域も１.１２倍といった推移になっ

てございますし、３５ページの西日本についても同じような傾向が見てとれると思います。 

 ３６ページに進みたいと思います。まとめでございます。今まで申し上げたことの繰り

返しになるところもございますが、ＮＴＴ東日本・西日本といたしましては、これまでの

研究会の議論やＩＳＰ事業者様との意見交換を踏まえながら、各社様にご協力いただきな

がら、課題の見える化、共通認識化を行い、ネットワークの増強に向けた取り組みを実施

してきたところでございます。網終端装置の混雑状況は改善済みのものもございますが、

まだ改善できていないものに対しても見込みが立ってきたかなというところでございます。

また、２２回の研究会では、ご案内の地域事業者様メニューを提供したおかげで、既にご

活用いただくというか申し込みをいただきまして、今後はこのメニューによって増設が行

われるところで、改善も加速していくのかなと思っているとこでございます。最後の四角

になります、ＩＳＰ事業者様は各社様の状況に応じてトラヒック対策を行っていただいて

いるところでございまして、トラヒックの見える化の促進、こういったものも活用いただ

きながら、さらにはＩＰｏＥ移行も含めた、ＩＳＰ事業者様のトラヒック動向について注

視しながら、各社様とよくお話をしながら、トラヒック増の対応を進めていきたいと、そ

のように対応しているところでございます。 

 以上でございまして、参考資料にこの場で以前ご議論いただいたＤ型の概要であるとか、

それから地域事業者様向けの特別メニューについて、さらにはトラヒックレポートシステ

ムについての改善の概要について付させていただいたところでございます。 

 次、４１ページ、加入光ファイバの未利用芯線についてです。 

【ＮＴＴ東日本】  ３点目でございます。未利用芯線についてです。 

 先ほどのフォローアップにもございましたが、これまでも加入光ファイバの投資の合理

性について、いろいろなサンプルビルを出しまして、芯線使用率等についてご説明をして

まいりました。報告書においても、下線が引いてあるところですけれども、今後も時系列



－9－ 

のデータを蓄積することにより投資の合理性に関する検証を継続することが必要という整

理が図られたと認識しております。したがいまして、まず、これまで調査しましたビルを

中心にしまして、時系列のデータ、この研究会でもいろいろとご議論あったかと思います

ので、これを蓄積できる仕組みということで、蓄積・分析をして、総務省殿にご報告をさ

せていただくということでございますという宣言でございます。まず、基本的には毎年１

２月末の芯線使用率データを蓄積して、年度内を目途に分析結果を総務省殿に報告すると

いうことをお示ししたいと思っております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 これまで議論してまいりました県間伝送路費用、あるいは網終端装置の増設基準緩和と

いうことでどれだけ帯域使用率が改善したかという新しいデータを出していただきまして

ありがとうございました。 

 それでは、今のご発表につきまして構成員からご意見を伺いますが、まず、最初の県間

伝送路費用の試算の前提で、６ページですね、計算の仮定が一番下の※にありますように、

ＶＮＥ事業者の調達する県間伝送路がＫＤＤＩの国内イーサネット専用サービスの提供料

金の９割引という、ちょっと我々では信じられないような計算仮定になっておりますけれ

ども、構成員の方も共通的に聞かれると思いますので、これにつきまして、まず、議論の

前提として、ＫＤＤＩのほうで、実際、何割引かというのは言えないかもしれませんけれ

ども、当たらずとも遠からずなのか、非常に言いにくいかもしれませんけれども、議論の

前提として何か情報を与えていただきますと大変ありがたいのでお願いしたいですが、い

かがでしょうか。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩです。 

 非常に答えにくい質問を受けた気がしますが、１０ギガ、１００ギガみたいなメニュー

というのは、基本はもう相対の世界で提供されているもので、やはり大口のお客様が多い

という状況なので、値段についても基本的にはその会社との取引状況であるとか、いろい

ろな条件を勘案してご提案しているので、もうピンキリというか、いろいろありますとし

かこの場では申し上げられないかなと思います。なので、９割という仮定が正しいかどう

かと言われると、それに当てはまる人もいるかもしれないし、全然違う場合もあるかもし

れないという答えしか申し上げられません。済みません。 

【辻座長】  ありがとうございました。非常にお答えにくい質問をして申しわけなかっ
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たのです。回答によって、我々の意見や質問内容が変わりますものですから、今のご回答

をどう解釈していいかわからないので、文字どおり理解していただいて、ご質問をお願い

したいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構ですので。 

【佐藤構成員】  数字を見たところで確認したい部分として、例えば４ページにトラヒ

ックをどう見積もるかが示してあり、７ページ、８ページを見ると、年々のトラヒック増

加に伴い、単県ＰＯＩよりも全国ＰＯＩのコストが高くなる傾向が示されています。そこ

でトラヒックの予測が多めに予測されていないか気になるところです。３年間の平均から

次の１年当たりの増減率を見るのではなく、１７年５月から１８年５月とか、１７年１１

月から１８年１１月といった表示で、この期間なのか、同じ月の前年比なのか、数字の取

り方がわからないです。データの取り出し方が、例えば３年間で平均するとか、別のやり

方がありうるような気がしますが、なぜ示されたような数字のとり方なのか。 

 また、２０２１年に４Ｋの影響でトラヒックが１.５２倍に増えるだろうということで

すけど、一応、プロとして試算したと思うので、１．５２倍はどういう前提を置いて推計

したのか教えてください。 

 それから、６ページに行って、全国集約と単県の比較をして、やはり数字が大きく影響

も大きいのが県間伝送路の費用。これをＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本とで比べて見ると、

ＮＴＴ西日本はそれほど変化がないのに、ＮＴＴ東日本は変化が大きく、2から３倍ぐら

いに変化している。ネットワーク構成か地理的影響か、需要の分散や人口、トラヒックの

集中度の違いなのか。東西でここまで大きな差があるのはどうしてかというのが疑問。そ

れから県間の伝送費用を出すときに、ＫＤＤＩのメニューからとりましたということだけ

ど、ＮＴＴ東日本・西日本が入札している数字はとれるのであれば、それを出していただ

きたい。 

【辻座長】  それでは、今のご質問のご回答をお願いいたします。 

【ＮＴＴ東日本】  まず、予測方法について、４ページで申し上げると、（１）に１ユ

ーザー当たりトラヒックがございます。２行目のところに２０１７年５月、２０１８年５

月と記載しておりまして、何でここからかと言いますと、総務省で毎年、我が国のインタ

ーネットにおけるトラヒックの集計結果というのがあります。このときに対象のＩＳＰ事

業者を区分して予測しております。 

【佐藤構成員】  対象が変わったということ。 
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【ＮＴＴ東日本】  はい。なので、そこからでないと継続的なデータがとれなかったと

いうことで、ここから３年を予測したということです。 

 それに加えて、３行目のところですが、４Ｋの需要を少し見ております。４Ｋ、もとも

といわゆるダウンロードトラヒックがどのぐらいになるかというのを少し試算したところ

で、ビットレートが少し上がるとか、要するに容量が上がるとか、それからどのぐらいの

利用があるかっていうのをシスコさんが出していたりするもの、世の中に出ているデータ

を使っています。そういう意味でいうと、トラヒックが上がっているように見ますが、そ

れは映像の需要等も加味しているということでございます。 

 それから、３つ目は県間伝送路の東西差について、東西のところは先生のおっしゃると

おり、いわゆる県域が、単純に言うと東で１７、西で３０あり、装置の数とかそういうも

のが変わってくることによって、その効果が薄れてくる等ということがあるということで

ございます。 

 １０ページ、県間接続料が全国で９２１万円ということについて、もともと９割引とは

何を言っていたかというと、右のほうでＫＤＤＩ様が１００ギガのところで、１番下のと

ころ、８,０７０万円に比べて、我々の県間接続料が大体９００万円というのが９割引ぐ

らいだったということで、そのように比較をしているということです。 

【佐藤構成員】  県間伝送路の議論をしたときに、入札で調達しているから安い、ある

いは、それなりの合理的な値段のものを調達していると言われていました。では、なぜそ

の合理的な値段を計算に取り込まないのか。そもそも、入札の費用というのはここで参考

にできないのかという質問です。 

【ＮＴＴ西日本】  ご指摘の入札の値は、我々の県間接続料の原価になりますが、結局、

この値が高いのか安いのかを検証いただくためには、我々が手前みそで調達しているもの

が安いですというアピールをしても、多分、なかなかご理解いただき難いのではないかと

いうことで、市場価格と照らしてどのような水準にあるかというところのベンチマーク的

に見させていただいたということです。もう少し突っ込んで言いますと、我々の調達して

いる価格を乗せてシミュレーションした場合、結局、今、我々がお示ししている接続料と

同額です、それの総原価になりますというご説明になるので、それがいいのか悪いのかと

いうご議論をしていただくに当たっては、説得力はないのではないかと思った次第です。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 最後の点はベンチマークで、今までの入札価格だけで言っていると比較ができないもの
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だから、ほかの価格も見て、我々が検証するという形になっているかと思います。 

 そのほかにご意見ございませんでしょうか。 

 そしたら、とりあえずオブザーバーの皆様から今までのご発表について、ご意見ござい

ましたらお聞かせ願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、ソフトバンクの伊藤様、お願いします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクです。 

 ６ページの今回のＮＴＴ東日本・西日本にシミュレーションしていただいた結果はいろ

いろご苦労いただいて、仮定もいろいろ入っていると思いますので、この数字の信憑性と

か、これをもって結論づけるっていうところでは、今日の時点では何も結論出せないと思

うんですけど、少なくともこの数字の結果だけを見る限り、私の第一の所感としては、東

日本はまだしも西日本に関してはあまり全国も単県も２０２２年において差が出てないと

いう結果になっていて、これだと単県に関しては新規には設備投資をかけて、単県に積極

的に巻き取るというところまではなかなか判断つかない結果なのかなと、そこは第一印象

です。 

 一般的に言いますと、ルーラル地域はやはりそれぞれの県にゲートウェイルータをそれ

ぞれ設置してつなぐというよりは、やはり集約するというのが、ここはトラヒックが今後

どれだけ増えてくるかというところにもよるんでしょうけど、現時点ではおそらくルーラ

ルは集約するというほうが経済的には得なんじゃないかなっていう、そういう感覚を、今、

私自身は持っているところですね。 

 それから、もう１点ですけど、１２ページの参考の優先パケットのところですね。ここ

は今、協議を進めているということで、我々も当事者として入っていますけど、このあた

りの見直された数字に対して、定量的なところの確認を我々としても検証していきたいな

と思っていますけど、なかなか経営情報というところで、事業者間でそのあたりをやりと

りするというのは非常に難しいなと困難さは感じているところでございます。実際、今年

度の見直しによって、西１５％とか東２０％ぐらい下がっていますけど、今日はＮＴＴ東

西さん、この場でなかなか回答いただくのは難しいかもしれないですが、優先パケットの

料金、県間と先ほどのベストエフォートの料金のところ、１０ページの１００ギカ、全国

の９２１万というところですけど、ベストエフォートの１００ギカ、９２１万というのは

数年間据え置きで変わってない料金なんですが、これが優先パケットとベストエフォート

の県間って、基本的には使っている設備は一緒だと思っていて、それをどう割り振ります
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かというか、そこの配分とかの考えがあるのかもしれないですけど、料金の設定の考え方

が全く独立して違っているものなのか、ある程度、関連しているんじゃないかと思うんで

すけど、そのあたりがよく見えてないなというところがありますので、ここは少し聞いて

みたいところではあります。 

【辻座長】  それでは、今のご質問にご回答をお願いしたいと思います。 

【ＮＴＴ東日本】  どちらにしましても、協議の中身でもあるので、別途、個別にお返

ししたいと思います。 

【辻座長】  わかりました。それでよろしいでしょうか。 

 ほかにご意見ございませんでしょうか。それではＮＧＮ ＩＰｏＥ協議会様、お願いい

たします。 

【ＮＧＮ ＩＰｏＥ協議会】  ＮＧＮ ＩＰｏＥ協議会の石田でございます。 

 ２点目の試算の部分、我々の状況をいろいろ判断していただいたようでありがとうござ

います。我々の今、行っております経済的判断からそれほど離れていない、わりと合理的

に推測していただいているかなというふうに考えております。 

 あと、ＶＮＥ全体のトラヒックで判断されているものだと思うんですけど、結局、ＶＮ

Ｅ、今、８社おりまして、その中で、ある意味、分割損的なところも発生しておる、ＶＮ

ＥによってＩＤ数が違って、トラヒックが違ったりする関係で、ＶＮＥ毎に分割されてい

る関係で、この推測どおりにはなっていないんですけど、それについては各ＶＮＥが持っ

ているトラヒックに基づいて判断することになりますので、そういう意味でまとめに書い

てありますようなところには違和感がないというところ、特に２点目、１１ページに書い

ていただいておりますように、我々が経済的に判断した上で検討しているというところに

は違和感がないということをコメントさせていただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 今のところにつきましては、特段、ご回答はございませんね。 

【ＮＴＴ東日本】  はい。 

【辻座長】  わかりました。コメントありがとうございました。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 そしたら、またご意見ございましたら、いつものようにこの後もご意見を受け付けてお

りますので、とりあえず、この事案はここで終了させていただきたいと思います。 
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③ 指定電気通信設備を用いた「接続」と「卸役務」の公正競争確保について 

（事務局より資料 27－３に基づき説明） 

【辻座長】  どうもありがとうございました。これは次回から問題になる非常に重要な

事項で、接続と卸役務の代替性検証に関する論点ということで、最後に４点ほど挙げてい

ただきました。この後、ご質問とかあるのか、あるいはほかに論点があるのか、あるとし

たらどのようなものがあるのかということでも結構ですので、構成員、あるいはオブザー

バーのご意見をお聞きしたいと思います。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問やご意見がございましたらお願いし

たいと思います。それでは、高橋構成員、お願いします。 

【高橋構成員】  基本的なことをお伺いしたいのですけれども、ずっと実質的に代替が

困難とか、実質的な代替が困難とか、実質的にとか、実質的なという言葉が使われていて、

多分、これがキーワードになっていると思いますが、反対に言うと、形式的な代替という

のが存在しているということになるのでしょうか。だから、そうではなくてということで

実質的にという言葉を使っていると思いますので、実質的にということの意味をちゃんと

定義しておかないと、論点が明確にならないような気がするのですけれど、それについて、

説明していただけますか。 

【田中料金サービス課課長補佐】  ありがとうございます。事務局でございます。 

 まさに、今、整理していただいたとおり、形式なものになっていないかというのが重要

な視点でございまして、要は卸役務と接続が、使う事業者が選択できるような状態になっ

ているか、例えば９ページの論点ということで書かせていただいたところでも、（２）の

ところで、②で形式上、関連する接続機能があるけども、結局、エンドユーザーには同じ

ようなサービスを提供できないではないかとか、網改造料が高過ぎて設備を利用させても

らえないだとか、あるいは技術的に難しいだとか、あるいは提供条件上、例えば接続協議

にすごく時間がかかるとか、幾つか要因はあるかと思うんですけども、そういった事情に

よって、見かけ上はできそうだけど、実質は選択できない場合があるかというところを見

ていきたいという意味で、「実質的な」という言葉を使っております。③も同様に、提供

料金などを見たときに、実際、接続機能があっても、あまり効果が出てないのではないか

というところが「実質的な」というところかと考えております。 

【高橋構成員】  わかりました。 
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【辻座長】  今の回答でよろしいでしょうか。 

 ほかの構成員でご意見ございましたらお願いします。 

【佐藤構成員】   一つは１０ページの右の図のところ、中継電話サービスがあります。

音声データがＭＮＯ音声網から上がってきて、中継サービスにつながり他事業者につなが

っていく。ただ、中継サービスは音声通話にかかわる卸役務契約が必要であると書いてあ

るのですけど、どういう形でこういうものが必要になるのか。音声卸の構成も含めて、よ

くわかっていないので、右の図とその条件について説明をお願いしたいと思います。また

確認になりますが、モバイル音声卸は１０年くらい下がってないと思いますが、例えばデ

ータ卸は１０年で幾ら下がりましたかと、データの卸はデータの接続とリンクして下がっ

ていると思うのですけど、データの卸は下がったけれど、なぜ音声の卸が下がらないなか

ということについて、どうお答えになるのか説明いただきたいと思います。 

【田中料金サービス課課長補佐】  まず、事務局からよろしいでしょうか。 

 今、佐藤構成員がおっしゃった観点について、参考資料をご用意してございます。参考

資料の３９ページ、４０ページのところに、３９ページにつきましては接続料の状況、４

０ページにつきましてはモバイル音声卸の料金の状況ということでご用意させていただい

ておりますので、それを前提に関係オブザーバーからお話しいただければと思います。 

【佐藤構成員】  理由だけでいいです。なぜ下がらないんですかと、多分、多くの人が

思っている疑問なので、１社ずつ言ってもらったほうがいいのかわかりませんけれども、

代表でどなたかお答えいただいても結構です。 

【辻座長】  どなたか今のご質問にご回答というか、ヒントとか与えていただくことが

ございましたらお願いしたいのですが。この場でお答えできないようでしたら、次回お答

え願っても結構ですけれども、いかがでしょうか。 

【中村料金サービス課企画官】  状況だけご説明いたしますと、ただ今、田中から申し

上げましたとおり、３９ページと４０ページがデータの接続料、基本的にデータの接続料

は卸と同じ料金となっていると承知していますので、もし間違っていたら事業者から修正

いただければと思いますけれども、こういう形で３９ページの右の表のようになっていま

す。左の音声接続料は着信接続料ですので、ここについては無視していただいて、４０ペ

ージを御覧いただくと、それぞれ音声卸料金が設定されたのは、ＮＴＴドコモは２０１１

年１２月、ＫＤＤＩは２０１４年４月、ソフトバンクは２０１５年１０月という形になっ

ていまして、そこからＮＴＴドコモについては接続料の低廉化や利用者料金の多様化が進
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んでいるが、音声卸料金の見直しは行われていないというふうになっております。その他

の各社については、情報は開示されてないと思いますので、ここでのお答えは差し控えさ

せていただきたいと思います。 

 また、中継電話の話について、事務局資料の１０ページのとおり、右側に中継電話があ

りますが、これはどういうものかと申しますと、例えばＭＶＮＯに契約するという形にな

りますと、中継電話というのがありまして、アプリを用いると、プレフィックス番号が自

動的に押され、中継電話会社の音声網を経由して電話が通話先に着信するという形になっ

ています。こういったものについては接続で提供されているんですが、そもそも中継電話

会社の音声網を契約しようとすると、卸役務契約をＭＮＯと結ばなければならないという

形態になっているというふうな形になっています。 

【佐藤構成員】 それでは、卸契約を結ばなければならない必要性があるということを説

明していただけますでしょうか。 

【辻座長】  それではテレコムサービス協会からご説明お願いします。 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会、ＭＶＮＯ委員会の佐々木です。佐

藤構成員のご質問に回答をさせていただければと思います。 

 事務局資料の１０ページの絵を御覧いただければと思うんですけれども、右側の絵のほ

うにありますとおり、一番下にＭＶＮＯのご契約者のスマートフォンが書いてありまして、

このスマートフォンにつきましてはＭＮＯの音声網にまず接続します。その上で中継電話

会社の音声網、ここは接続になっておりますけれども、これを利用すると。我々のお客様

の端末が青の音声網を直接利用するのではなく、赤の音声網を一度利用して、青の音声網

を利用するという構図になっておりますので、この赤の音声網、ＭＮＯさんの音声網を利

用するにあたり、ＭＮＯとの卸契約が必要になるということがまず１点。もう一つが電話

番号の問題でございまして、中継会社の音声網につきましては、いわゆる加入者の識別用

の電話番号、０７０、０８０、０９０の番号を付与することはなく、いわゆる宛先、キャ

リアＢの音声網と書かれているところの宛先の電話番号までの中継のところだけを担う仕

組みになっております。ですので、仮に青の電話網を直接利用するということも実際問題、

技術的にはまずできないのですけれども、それ以外にも、実際、この場合の利用者の電話

番号につきましては、キャリアＡ、ＭＮＯとの卸契約に基づきまして、ＭＮＯが電話番号、

０７０、０８０、０９０の番号を利用者に割り当てて初めて利用が可能になるといったよ

うなことがございます。以上の２点の理由により、現在のところ、中継会社の音声網を仮
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に利用するとしても、ＭＶＮＯの契約者、実際には契約をしているＭＶＮＯですけれども、

ＭＶＮＯがＭＮＯから卸役務としてまず音声網の提供を受ける必要があるという形になっ

てございます。 

 説明は以上です。 

【佐藤構成員】  そうすると、ＭＶＮＯから見ると、例えば卸の契約は必要不可欠だけ

れども、サービス提供においてその卸料金が高いということが、競争上の大きな障害にな

るというこという主張でよろしいでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会、ＭＶＮＯ委員会でございます。 

 この場合、音声卸の契約につきましては、料金に２つの定義がございまして、月額のい

わゆる基本料金に当たる部分、それと通話料金の部分になっております。この場合、実際

に中継会社のサービスをご利用されるに当たっては、いわゆる通話料金のところにつきま

しては、直接、ＭＶＮＯにお支払いをいただき、ＭＶＮＯから中継会社にお支払いをいた

だき、さらに中継会社からキャリアＢの音声網にアクセスチャージとして支払われるとい

うようなお金の流れになりますので、このような形で、実際にはキャリアが設定されてい

る音声卸の接続料はお支払いしておりません。ですが、基本料金につきましては、これは

お支払いをしなければならないという形になっておりますので、基本料をＭＶＮＯが１回、

音声ＳＩＭカードの月額の利用料金としてお客様からいただき、ＭＶＮＯが卸契約に基づ

きＭＮＯのほうに基本料金は支払いをする。当然、その場合、利用者に通話については通

話料金が別途発生しますけれども、仮にお客様が全てアプリを利用して通話されるという

ことであれば、通話料金に関しては実際にはお金の流れが全く発生していないという形に

なります。この場合、料金が高いか安いかで言えば、そこをまさにご検証いただくのがこ

の後の検証の流れになるかなというふうには思っておりますが、キャリアのいわゆる月額

の料金につきましても、我々が認識をする限り、料金の改定というのはあまり行われてい

ないというふうに承知しておりますので、この点につきましては改めてこの研究会におい

てご検証いただければというふうに考えております。 

 説明は以上です。 

【辻座長】  それでは、モバイル音声卸も検討の対象になっておりますので、また今後、

議論を深めていきたいと思います。 

 ほかにご質問ございませんでしょうか。 

 オブザーバーで先ほどの論点整理に関して、ご意見とかご要望とかございましたらお願
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いしたいですが、いかがでしょうか。 

 それでは、テレコムサービス協会、お願いします。 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会、ＭＶＮＯ委員会でございます。 

 今回、事務局資料９ページのほうで論点の整理をいただきました。特に代替性評価のと

ころですね、その他接続による代替を実質的に制限している事由はないか、技術的事由、

経済的事由、提供条件等とありますけれども、今、まさに申し上げたとおり、例えば、電

話番号の問題につきましては、このいずれというよりも、どちらかというと制度的な問題

という形になるかというふうに思っております。等と書いてありますので、いわゆる制度

的に実現できないといったようなことも等の中に入るかなと思っておりますけれども、も

し可能であれば、このような制度的な観点からなかなか実現が難しいといったような場合

がもし仮にあるということであれば、それも分類としては入れていただければなというこ

とで、これは要望とさせていただければと思っております。 

 以上で終わります。 

【辻座長】  電話番号の問題についてもう一度ご説明いただけますか。 

【テレコムサービス協会】  例えば卸の役務について、接続で代替ができるかというこ

とをこれからご検証いただく形になります。一般に卸の場合につきましては、電話番号に

つきましてもあわせて卸してもらうという形になりますので、一般的に電話番号は卸契約

に付随をしてくると。接続につきましては、基本的にそのようなことがこれまであまりな

いので、制度上どうかというのはもちろん検討が必要かと思っておりますが、現状ですと、

仮に接続点を行って、接続で仮に代替できても、例えばその際に利用する電話番号につい

ては、ＭＶＮＯは電話番号を持っていないため、電話番号をお客様に割り当てることがで

きないといったケースも考えられるところではあります。例えば、キャリアの電話番号を

使いつつ、接続で何とかなるということもあり得るのかもしれないんですけれども、そこ

については、ちょっと今、この段階でぱっと答えられるものではありませんが、そういっ

た観点からも、例えば番号制度その他の電気通信の制度において接続による卸の代替を困

難にしているというような事由があるのであれば、そういったことについても分析をいた

だくことは有益なのではないかなと考えております。 

 説明は以上となります。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 今の点、これは電話番号の問題ですが、これも検討の対象に含まれる、あるいは入れて
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もいいようなものなのでしょうか。 

【田中料金サービス課課長補佐】  その担当が本日不在のため正確な回答はできないと

ころでございますが、電話番号がどうか自体というよりは、おそらく代替事由として、ほ

かの制度も含めて、何か障壁となっているものがあれば、事由の一つとしてはあり得るの

だとは思います。ただ、それを接続でどうかできるかという対象で考えると、それはまた

別の話になるかなと思います。 

【辻座長】  わかりました。代替困難な理由の一つの例ということでご検討させていた

だきます。 

 それではほかにございませんでしょうか。 

 それでは、まだご意見ありましたら、後で提出していただいて結構でございますので、

とりあえず、ここで今の話題は終了させていただきます。 

 

④ 今後の検討の進め方について 

（事務局より資料 27－５に基づき説明） 

（特段質疑等なし） 

 

⑤ 網終端装置の設置状況等について 

（非公開） 

以上 

 


